
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

○
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
一

○
福
島
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
四

○
福
島
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
二

○
福
島
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
五

○
福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
八

○
福
島
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
一

○
福
島
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
四

○
福
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
四

○
福
島
県
薬
剤
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
五

○
福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
五

規

則

福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、

福
島
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
、
福
島
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施

行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
薬

剤
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
三
十
八
号

福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

様
式
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号1



令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 2

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

����������	
��

�  �  �  

  �����

��� ��             

��          �  

�� !"#$%&'(�)�*

�+,%�-./01���



234�567��8



234�5679��:';*<%4��=���>	��?*@A BC%DE*F

GC8HIJKL

E

M N�*�-./��OA, 

P ��:BQFK(�*��./��R$�-./�+, 

S �TUV*OA��� 

W N�*XY�*��./�� 

Z N� G;#[\]^(_`a*bc 

d ef*@g./hij/ �k*lm 

n N�*op*qr 

s tuAv./uwx 

y zv*{�*|} 

�~ 4��=���>	�>? @AK(���%��3�*�*tu�*����*��

�� �TUV �m���*�./�*��q��

�� ��*��|}�



k� � ��(��9��K(�FL

��� ��:BQFK(�*�E�?���R$	�a�

��� e ¡¢��£	��?*¤¥9¦H'�F9�K(���

�§� ¨,./ef*©�
�9�ª« K(�F¬<(����E�?���a��

�®� N�*¯�°%{�°%±²°./³²°�

�´� ��OA�*µ¶*�T�·*¸¹��

�£� 4��=���>	�>? @AK(º»¼�9½¾'�F9�K(��

��� tu¿À�./���¬tu9ÁÂK(� Ã:Ä�:#%N� G;#[\]

^(ÅÆ*bc%����*��*�*tu¿À 
K(Çm��?9È�K(�

F9ÉÊF:#ËÌ:'Í�

�Î� N�e� �(ÏÐ�¬¤¥<(���

�>� �T �(��*��q�¬¤¥<(�� 



様式第22号 (第17条関係)
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
様
式
第

二
十
二
号
に
よ
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
設
置
届
は
、
改
正
後
の
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
第
二
十

二
号
に
よ
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
設
置
届
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
様
式
第

二
十
二
号
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
高
齢
福
祉
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
九
号

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
五
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
十
条
を
削
る
。

第
十
一
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
営
業
許
可
事
項
変
更
届
（
第
七
号
様
式
）
」
を
「
営
業
許
可
申
請
書
・
営
業
届
（
変
更
）

（
第
七
号
様
式
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
廃
業
の
届
出
）

第
十
二
条

施
行
規
則
第
七
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
営
業
許
可
申
請
書
・
営
業
届
（
廃

業
）
（
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
。

（
食
品
等
の
自
主
回
収
情
報
に
関
す
る
届
出
）

第
十
三
条

法
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
条
の

二
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
自
主
回
収
届
（
着
手
/変
更
/終
了
）
（
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
。

第
八
条
を
削
る
。

第
七
条
中
「
許
可
営
業
者
の
地
位
の
承
継
届
（
第
五
号
様
式
）
」
を
「
地
位
承
継
届
（
第
六
号
様
式
）
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二

前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
営
業
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
営
業
許
可
を
受
け
た
旨
の
書
面
の
掲
示
）

第
十
条

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
営
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
利
用
者
の
見
や
す
い

箇
所
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
許
可
を
受
け
た
旨
の
令
達
文
（
福
島
県
公
文
例
規
程
（
昭
和
三
十

五
年
福
島
県
訓
令
第
十
五
号
）
別
表
第
三
に
規
定
す
る
例
式
第
五
）
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
営
業
者
の
住
所
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
福
島
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
（
平
成
二
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
号
）
第
二

条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
を
受
け
た
証
明
書
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
令
達
文
及
び
証
明
書
は
、
そ
の
写
し
を
も
つ
て
本
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
六
条
を
削
る
。

第
五
条
中
「
食
品
衛
生
管
理
者
設
置
（
変
更
）
届
（
第
三
号
様
式
）
」
を
「
食
品
衛
生
管
理
者
選
任

（
変
更
）
届
（
第
四
号
様
式
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
営
業
許
可
申
請
書
・
営
業
届
出
書
）

第
八
条

施
行
規
則
第
六
十
七
条
の
申
請
書
及
び
施
行
規
則
第
七
十
条
の
二
の
届
出
書
は
、
営
業
許
可

申
請
書
・
営
業
届
（
新
規
、
継
続
）
（
第
五
号
様
式
）
と
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
知
事
が
定
め
る
基
準
）

第
五
条

施
行
規
則
別
表
第
十
七
の
一
ロ

の
都
道
府
県
知
事
等
が
適
正
と
認
め
る
講
習
会
は
、
次
の

(3)

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

保
健
所
長
が
行
う
食
品
衛
生
責
任
者
を
養
成
す
る
た
め
の
講
習
会

二

他
都
道
府
県
知
事
等
が
適
正
と
認
め
る
講
習
会

２

知
事
は
、
前
項
第
一
号
の
講
習
会
を
指
定
す
る
機
関
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

施
行
規
則
別
表
第
十
七
の
四
イ
の
飲
用
に
適
す
る
水
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
と
す
る
。

一

福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
条
例
第
三
十
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る

施
設
か
ら
供
給
さ
れ
る
水

二

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
の
適
用
を
受
け
る
水
道
か
ら
供
給
さ
れ
る
水

の
み
を
水
源
と
す
る
施
設
（
前
号
の
施
設
を
除
く
。
）
か
ら
供
給
さ
れ
る
水

三

他
の
法
令
に
よ
り
水
質
検
査
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
施
設
で
あ
つ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の

か
ら
供
給
さ
れ
る
水

四

前
各
号
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
と
同
等
と
知
事
が
認
め
る
水
質
検
査
の
項
目
に
適
合
し
た
水

（
特
別
の
注
意
を
必
要
と
す
る
成
分
等
を
含
む
食
品
に
よ
る
健
康
被
害
情
報
の
届
出
）

第
六
条

施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
届
出
書
は
、
健
康
食
品
の
摂
取
に
伴
う
有
害
事
象
情
報
提

供
票
（
第
三
号
様
式
）
と
す
る
。

第
三
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号11



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 12

第６号様式 (第９条関係)



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号13



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 14

１

２

３

第７号様式 (第11条関係)



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号15



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 16

第８号様式 (第12条関係)



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号17



令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 18

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第
八
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号19

第９号様式 (第13条関係)



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 20



令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号21

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
九
条
の
届

出
に
当
た
つ
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
後

の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
に
規
定
す
る
第
五
号
様
式
に
つ
い
て
は
、
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」

と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
掲
示
さ
れ
て
い
る
標
識
は
、
改
正
後
の
規
則
第
十
条
の
規

定
に
基
づ
い
て
掲
示
さ
れ
た
令
達
文
又
は
証
明
書
若
し
く
は
そ
の
写
し
と
み
な
す
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
三

年
福
島
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
施
行
の
前
の
福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島

県
条
例
第
八
十
号
）
別
表
第
一
の
一
の
ク
の

の

及
び
別
表
第
二
の
一
の
キ
の

の

の
食
品
衛

(1)

(六)

(1)

(六)

生
責
任
者
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
号

福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
二
条

条
例
第
四
条
で
規
定
す
る
浴
槽
水
の
水
質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
揚
げ
る
項
目
を
同
表
の

当
該
下
欄
に
揚
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

項
目

検
査
方
法

濁
度

比
濁
法
、
透
過
光
測
定
法
、
連
続
自
動
測
定
機
器
に
よ
る

透
過
光
測
定
法
、
積
分
球
式
光
電
光
度
法
、
連
続
自
動
測

定
機
器
に
よ
る
積
分
球
式
光
電
光
度
法
、
連
続
自
動
測
定

機
器
に
よ
る
散
乱
光
測
定
法
又
は
連
続
自
動
測
定
機
器
に

よ
る
透
過
散
乱
法

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
は
全
有
機
炭

Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
又
は
過
マ
ン

素
計
測
定
法
、
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
は
滴
定

ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量

法

大
腸
菌
群

デ
ソ
オ
キ
シ
コ
ー
ル
酸
塩
寒
天
培
地
法

レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌

ろ
過
濃
縮
法
又
は
冷
却
遠
心
濃
縮
法

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 22

第２号様式 (第８条関係)



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号23



令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 24

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
備
考
１
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則

（平
成

17年
法
務
省
令
第

18号

）第

247条第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
さ
れ
る
法
定

相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

第
三
号
様
式
（
そ
の
二
）
、
第
三
号
様
式
（
そ
の
三
）
及
び
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定

に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
並
び
に
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書
は
、

そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ

れ
て
い
る
申
請
書
並
び
に
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
第
二
号
様

式
、
第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
か
ら
同
様
式
（
そ
の
三
）
ま
で
及
び
第
五
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
一
号

福
島
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
四
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号25

第４号様式 (第６条関係)



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 26



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号27

第４号様式の２ (第６条関係)



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 28



令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号29

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第
六
号
様
式
の
二
（
そ
の
一
）
備
考

中
「謄

本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則

（平
成

17年

(1)

法
務
省
令
第

18号

）第

247条第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
さ
れ
る
法
定

相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

第
七
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 30

第７号様式 (第６条関係)



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号31

第12号様式 (第７条関係)



令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 32

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
第
一
条
又
は
第
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届

出
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
第
一
条
又
は
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書
と

み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則

第
一
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
六
号
様
式
の
二
（
そ
の
一
）
、
第
七
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式

に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
二
号

福
島
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

様
式
第
一
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号33

様式第３号 (第２条関係)



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 34



令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号35

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
六
号
（
そ
の
一
）
備
考

中
「謄

本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則

（平
成

17年
法
務

(1)

省
令
第

18号

）第

247条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
さ
れ
る
法
定
相

続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
理
容
師
法
施
行
細
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
提

出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
及
び
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改

正
後
の
福
島
県
理
容
師
法
施
行
細
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
及
び
第

二
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
理
容
師
法
施
行
細
則
様
式
第
一

号
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
六
号
（
そ
の
一
）
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
三
号

福
島
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

様
式
第
一
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 36

様式第３号 (第２条関係)



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号37



令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 38

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
六
号
（
そ
の
一
）
備
考

中
「謄

本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則

（平
成

17年
法
務

(1)

省
令
第

18号

）第

247条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
さ
れ
る
法
定
相

続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
美
容
師
法
施
行
細
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
提

出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
及
び
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改

正
後
の
福
島
県
美
容
師
法
施
行
細
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
及
び
第

二
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
美
容
師
法
施
行
細
則
様
式
第
一

号
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
六
号
（
そ
の
一
）
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
四
号

福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
条

条
例
第
四
条
で
規
定
す
る
浴
槽
水
の
水
質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
揚
げ
る
項
目
を
同
表
の
当

該
下
欄
に
揚
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

項
目

検
査
方
法

濁
度

比
濁
法
、
透
過
光
測
定
法
、
連
続
自
動
測
定
機
器
に
よ
る

透
過
光
測
定
法
、
積
分
球
式
光
電
光
度
法
、
連
続
自
動
測

定
機
器
に
よ
る
積
分
球
式
光
電
光
度
法
、
連
続
自
動
測
定

機
器
に
よ
る
散
乱
光
測
定
法
又
は
連
続
自
動
測
定
機
器
に

よ
る
透
過
散
乱
法

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
は
全
有
機
炭

Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
又
は
過
マ
ン

素
計
測
定
法
、
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
は
滴
定

ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量

法

大
腸
菌
群

デ
ソ
オ
キ
シ
コ
ー
ル
酸
塩
寒
天
培
地
法

レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌

ろ
過
濃
縮
法
又
は
冷
却
遠
心
濃
縮
法

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号39

第１号様式 (第１条関係)



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 40



令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号41

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
備
考

中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則

（平
成

17年

(1)

法
務
省
令
第

18号

）第

247条第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
さ
れ
る
法
定

相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き

提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
並
び
に
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書

は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て

い
る
申
請
書
並
び
に
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
第
一
号

様
式
、
第
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び
第
四
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
五
号

福
島
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
興
行
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
福
島
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 42

様式第１号 (第１条関係)



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号43



令和３年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第25号 44

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
二
号
（
そ
の
一
）
備
考

中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
不
動
産
登
記
規
則

（平
成

17年

(1)

法
務
省
令
第

18号

）第

247条第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
さ
れ
る
法
定

相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

様
式
第
四
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
興
行
場
法
施
行
細
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
提

出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
並
び
に
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書
は
、

そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
興
行
場
法
施
行
細
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申

請
書
並
び
に
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
興
行
場
法
施
行
細
則
様
式
第
一

号
、
様
式
第
二
号
（
そ
の
一
）
及
び
様
式
第
四
号
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
六
号

福
島
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
規
則
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
覚
醒
剤
取
締
法
施
行
細
則

第
一
条
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、
「
郡
山
市
」
を
「
福
島
市
の
区
域
に

お
い
て
は
、
福
島
県
県
北
保
健
所
長
、
郡
山
市
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
」
に
、
「
第
六
条
第
十
号
」
を
「
知
事

が
別
」
に
改
め
る
。

第
六
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
書
、
届
書
及
び
報
告
書
の
様
式
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
は
、
別
記
第
一
号
様
式

乃
至

に
よ
る
。
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
き

（イ）

（ト）

損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
、
「
は
、
別
記
第
二
号
様
式

に
よ
る
。
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
は
、

（イ）

別
記
第
二
号
様
式

に
よ
る
。
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
氏
名
等
の
」
及
び
「
は
、
別
記
第
三
号

（ロ）

様
式

乃
至

に
よ
る
。
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
は
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
。
」
を
削
り
、

（イ）

（ハ）

同
条
第
六
号
中
「
は
、
別
記
第
五
号
様
式

又
は

に
よ
る
。
」
を
削
り
、
同
条
第
七
号
を
削
り
、
同

（イ）

（ロ）

条
第
八
号
中
「
は
、
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
。
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
九

号
中
「
は
、
別
記
第
八
号
様
式

又
は

に
よ
る
。
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第

（イ）

（ロ）

十
号
か
ら
同
条
第
十
三
号
ま
で
を
削
る
。

第
七
条
中
「
福
島
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
条
例
」
を
「
福
島
県
覚
醒
剤
取
締
法
施
行
条
例
」
に
、

「
第
二
条
第
十
二
号
」
を
「
第
二
条
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
覚
せ
い
剤

施
用
機
関
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
研
究
者
」
を
「
覚
醒
剤
研
究
者
」
に
改
め
、

同
条
第
五
号
中
「
前
条
第
九
号
」
を
「
前
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の

か
ら
別
記
第
十
二
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

（イ）

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の

規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
指
定
証
等
は
、
改
正
後
の
福
島
県
覚
醒

剤
取
締
法
施
行
細
則
の
相
当
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
指
定
証
等
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
薬

務

課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
七
号

福
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
第
一
項
中
「
当
該
各
号
に
」
を
「
知
事
が
別
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
温
泉
掘
削
許

可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
温
泉
掘
削
（
増
掘
・
動
力
装
置
）
許
可
更

新
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
温
泉
掘
削
（
増
掘
・
動
力
装
置
）
許
可
法

人
合
併
（
分
割
）
承
認
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
温
泉
掘
削
（
増
掘
・

動
力
装
置
）
許
可
者
相
続
人
事
業
継
続
承
認
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
温

泉
掘
削
（
増
掘
）
許
可
施
設
の
位
置
等
又
は
掘
削
（
増
掘
）
方
法
変
更
許
可
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）
」

を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
温
泉
掘
削
（
増
掘
・
動
力
装
置
）
工
事
完
了
（
廃
止
）
届
（
第
六
号
様

式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
温
泉
増
掘
許
可
申
請
書
（
第
七
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
八

号
中
「
温
泉
動
力
装
置
許
可
申
請
書
（
第
八
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
九
号
中
「
温
泉
採
取
許
可

申
請
書
（
第
九
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
号
中
「
温
泉
採
取
許
可
法
人
合
併
（
分
割
）
承
認
申

請
書
（
第
十
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
一
号
中
「
温
泉
採
取
許
可
者
相
続
人
事
業
継
続
承
認
申

請
書
（
第
十
一
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
二
号
中
「
可
燃
性
天
然
ガ
ス
濃
度
確
認
申
請
書
（
第

十
二
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
三
号
中
「
可
燃
性
天
然
ガ
ス
濃
度
確
認
者
地
位
承
継
届
（
第
十

三
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
四
号
中
「
温
泉
採
取
許
可
施
設
の
位
置
等
又
は
採
取
方
法
変
更
許

可
申
請
書
（
第
十
四
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
五
号
中
「
温
泉
採
取
事
業
廃
止
届
（
第
十
五
号

様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
六
号
中
「
温
泉
利
用
許
可
申
請
書
（
第
十
六
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同

項
第
十
七
号
中
「
温
泉
利
用
許
可
法
人
合
併
（
分
割
）
承
認
申
請
書
（
第
十
七
号
様
式
）
」
を
削
り
、

同
項
第
十
八
号
中
「
温
泉
利
用
許
可
者
相
続
人
事
業
継
続
承
認
申
請
書
（
第
十
八
号
様
式
）
」
を
削
り
、

同
項
第
十
九
号
中
「
温
泉
掲
示
内
容
届
（
第
十
九
号
様
式
）
を
削
り
、
同
項
第
二
十
号
中
「
温
泉
掲
示

内
容
変
更
届
（
第
二
十
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
十
一
号
中
「
温
泉
分
析
機
関
登
録
申
請
書
（
第

二
十
一
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
十
二
号
中
「
温
泉
分
析
機
関
登
録
事
項
変
更
届
（
第
二
十
二

号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
十
三
号
中
「
温
泉
分
析
機
関
廃
止
届
（
第
二
十
三
号
様
式
）
」
を
削

り
、
同
条
第
二
項
中
「
温
泉
掘
削
（
増
掘
・
動
力
装
置
）
工
事
着
手
届
（
第
二
十
四
号
様
式
）
」
を
「
知

事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
各
号
中
「
の
届
出
書
」
を
「
に
係
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。
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第
三
条
の
見
出
し
中
「
市
町
村
」
を
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
四
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
及
び
届
出
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
温
泉

法
施
行
細
則
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
及
び
届
出
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
薬

務

課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
八
号

福
島
県
薬
剤
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
薬
剤
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

薬
剤
師
法
施
行
令
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
は
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
薬
剤
師
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
薬
剤
師
法
施
行

細
則
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
薬

務

課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
九
号

福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
届
出
」
の
下
に
「
の
様
式
」
を
加
え
、
「
当
該
各
号
」
を
「
知

事
が
別
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
麻
薬
現
在
量
届
（
様
式
第
一
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中

「
麻
薬
譲
渡
届
（
様
式
第
二
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
麻
薬
卸
売
業
者
半
期
届
（
様
式
第
三

号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
麻
薬
受
払
等
届
（
様
式
第
四
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
を
削

る
。第

一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
一
条
の
二

医
師
は
、
法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
察
の
結
果
、
受
診
者
が
麻
薬

中
毒
者
で
あ
る
と
診
断
し
た
と
き
は
、
麻
薬
中
毒
者
診
断
届
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
知
事
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
第
二
項
中
「
郡
山
市
」
を
「
福
島
市
の
区
域
に
お
い
て
は
、
福
島
県
県
北
保
健
所
長
、
郡
山
市
」

に
改
め
る
。

第
九
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
及
び
知
事
へ
の
送
付

別
表
中
「
一
、
四
七
○
、
○
○
○
円
」
を
「
一
、
五
六
四
、
○
○
○
円
」
に
、
「
一
、
四
七
○
、
○

○
一
円
」
を
「
一
、
五
六
四
、
○
○
一
円
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
号
か
ら
様
式
第
４
号
ま
で

削
除

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
（
別
表
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改

正
後
の
福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
以
降
の
措

置
入
院
費
用
の
徴
収
額
か
ら
適
用
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改

正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
届
等
は
、
改
正
後
の
福
島
県
麻

薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
相
当
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
届
等
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
薬

務

課
）


